






考癒する必要があろう。

つまり、弥生時代前半以前の資料については、崩落

によって埋没したかもしくは部平によって、より下流

域に再堆積している可能性が高いことを指摘しうる。

一方で、弥生時代後期頃には、先述のように当該地に

遺構が確認されていることから、この時期以降には、

可能性を指摘しうる比較的規模の大きな地形変遷は考

慮しにくいであろう。

5 )小結

これまで述べてきた状況を考慮すれば、この資料は

弥生時代後期前後の所産である可能性が高いことを、

現時点では指摘することができょう。さらに本資料が

表採資料であることを積極的に評価するのであれば、

郎平された(埋没した)資料の一部であると考えるよ

りも、隣接する遺跡、に伴うもの(つまり弥生時代後期

前後の所産)である可能性の方が、より蓋然性が高い

ように忠われる。もちろん、後世の人為的な混入等の

可能性も、その出土状況や形状等の簡易性から、十分

考慮すべきであろう。

しかし、周辺地域での当該期の状況は、いわゆる慕

域の一部の状況が確認されているのみ⑪であり、居住空

間あるいは生活資源等の獲得エリアについては、現状

では不明であり、本資料がどのような役割を果たして

いたのかについて言及できないのが現状であろう。当

該地域でのより詳細な情報の集積を待ちたい。

3 まとめ

これまで述べてきたように、今回紹介した資料の位

置付けを考える上で、それに関連するいくつかの考古

学上の問題点が、筆者なりに指識できたのではないか

と思う。またその問題点について、筆者なりの検討と

見解も整理し、提示したつもりである⑫。以下に羅列し

つつ整理してみたい。

第1に考古学を歴史として考えていく上で、遺跡形

成過程あるいは地形変遷史(いわゆるGeoarchaeology 

的視点)は、積極的に考えるべき課題であること。

第2に遺物(あるいは遺構でも同様であろうが)を

検討する際に、その f用途J論ゃあるいはそれに基づ
く「組成j論については、常に慎重に考える必要があ

るということ。また、いわゆる様式論についても、同

様の視点は必要かと思われる。

日本考古学を、日本あるいは我々の歴史を考えるた

めの f材料Jとするためには、これらの課題を解決し
て、その上でより整合性のある「解釈」を導きだし、

そこに「歴史性Jを見いだす必要があるのではなかろ
うか。我々、考古学あるいは埋蔵文化財行政に携わる

人聞が、我々の作業とその成果を、それに関わってい

ない方々に理解してもらう為には、それらの課題をク
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リアした「歴史像Jを提示する必要があるように思う。

おわりに

資料紹介に関連して、考古学的課題を整理してみた。

今国の資料提示と検討が、より適切な「歴史像jを導

き出すための「材料Jとなれば幸いである。ただ不勉
強な点が多々あることは杏めないので、内容等につい

て御叱賞、御教示いただだきたい。

本稿をまとめるにあたり、資料を提示してくださっ

た方々に感謝するとともに、当協会松室孝樹主任技師・

瀬口虞可主任技師・重田勉技師・小島孝修技師にも色々

と御教示いただいた。記して感謝する次第である。

(鈴木康二)
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